
大学院修士段階における「授業料後払い制度」について 

 

2024 年度より、国内の大学院修士課程（博士前期課程を含む）及び専門職学位進学者を対象とした「授

業料後払い制度」が国より導入されることになりました。 

以下の案内をよく確認し、下記対象者に当てはまり、かつ本制度への申請を希望する場合は、申請書類

一式をダウンロード、必要事項記入の上、出願時にご提出ください。 

 

１．制度の概要 

国が在学中の授業料を立て替え、大学院修了後、所得に応じて返還（後払い）していく制度です。 

◇支援対象となる授業料相当額（授業料支援金）は、日本学生支援機構（JASSO）から本学に直接振り込ま

れ、対象者の授業料に充当されます。なお、生活費奨学金は奨学生本人の口座に振り込まれます。 

◇併せて、生活費奨学金として月額２万円または４万円の貸与を受けることができます。但し、生活費奨

学金のみの貸与はできません。 

◇本制度の対象者は、入学手続き時に納付するべき初年度春学期“授業料”の納付を猶予します。 

※別途、“授業料後払い制度の申請に伴う「授業料延納願」”の提出が必要です 

 ※入学金および施設設備費、実習費、その他諸費については本制度の対象外のため、入学手続き時に納

付する必要があります 

◇本制度に認定された場合は、猶予された春学期授業料は「授業料後払い」の対象となります。 

◇大学院修了後、所得に応じて、奨学生本人が日本学生支援機構（JASSO）に貸与総額を返還（後払い）し

ます。 

 

授業料支援金 

年 776,000 円（半期：388,000 円）を上限として大学が請求する授業料相当額 

◇比較文化研究科の場合  ： 年額 560,000 円（半期：280,000 円） 

◇国際看護学研究科の場合 ： 年額 700,000 円（半期：350,000 円） 

生活費奨学金 

月額 20,000 円または 40,000 円から選択 

※受けないことも可能。但し、生活費奨学金のみの貸与は不可。 

※実際の振込額は選択した額から保証料を差し引いた額となります 

 

 

２．対象者 

以下の条件を全て満たす者 

①本学大学院修士課程（博士前期課程を含む）に進学した者 

②本人の希望に基づき、大学を通じて申請を行った者 

③日本学生支援機構（JASSO）の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の申込資格および家計基準、学

力基準を満たす者 

④過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者 

 



３．保証制度 

本制度の利用に際して、「機関保証＊」への加入が必須となります。 

・授業料支援金（授業料の立て替え）については、保証料を天引きした後の額が授業料相当額になるよう

貸与します。 

・生活費奨学金については、現行の第一種貸与奨学金と同様に月額から保証料を差し引いての貸与となり

ます。 

 

＊機関保証：保証機関が連帯保証する制度で、一定の保証料が必要です。保証機関は、公益財団法人日本

国際教育支援協会です。→ 機関保証の詳細についてはこちらから 

 

４．注意事項 

◇本制度を利用する場合、日本学生支援機構（JASSO）の第一種（無利子）奨学金の貸与を受けることがで

きません。 ※第二種（有利子）奨学金を併用で利用することはできます（申込条件を満たす場合） 

→ 第一種奨学金と「授業料後払い」制度の比較 

◇本制度は貸与奨学金であり、大学院修了後に返還する必要があります。 

◇本制度によって貸与される「授業料」とは、学則に定める授業料のみとなります。入学金や施設設備費、

実習費など、その他の諸費については本制度の対象とはなりません。 

◇本制度を利用する場合、保証制度として「機関保証」でのみ利用することができ、卒業後の返還総額は

『後払い制度対象の授業料＋生活費奨学金＋保証料』を合算した金額になります。 

◇本制度の対象者は、採否が決定し、授業料相当額が振り込まれる月まで（入学年度の７月末まで）、入学

年度春学期分の“授業料”を猶予いたします。入学金、施設設備費、実習費、その他諸費については対象

となりませんので、大学が指定する方法・期日での納入の必要があります。生活費奨学金は採否決定後、

最初の振込時に採用月分まで遡った金額がまとめて振り込まれます。 

◇本制度に申請した場合でも、その後日本学生支援機構への申請を行わなかった場合、あるいは本制度に

採用されなかった場合は、大学が指定する期日までに授業料の納入が必要となります。 

 

５．申請に必要な書類について 

申請を希望する方は、下記申請書類をダウンロードの上、必要事項記入し、出願時にご提出ください。 

様式① ｢授業料後払い制度」希望申請書 

様式② 授業料後払い制度の申請に伴う「授業料延納願」 

 

提出期日 各入試の出願期間内 

提出先 

比較文化研究科 
さくら夙川キャンパス 学生課 

〒662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町 6-42 

国際看護学研究科 
大阪大手前キャンパス 学生課 

〒540-0008 大阪市中央区大手前 2-1-88 

 

 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/kikan_hosho/index.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/atobarai/__icsFiles/afieldfile/2025/03/17/atobarai_teiketsukou_1.pdf
https://www.otemae.ac.jp/wp-content/themes/otemae/assets/pdf/campuslife/scholarship/atobarai_shinsei.pdf
https://www.otemae.ac.jp/wp-content/themes/otemae/assets/pdf/campuslife/scholarship/enno.pdf


問い合わせ先 

◆ 授業料後払い制度の内容に関するお問合せ 

 さくら夙川キャンパス学生課 

  TEL：0798-32-5010  ※受付時間：平日 9：00～17：00 

 大阪大手前キャンパス学生課 

  TEL：06-6941-7057  ※受付時間：平日 9：00～17：00 

 

◆ 出願・手続きに関するお問合せ 

 さくら夙川キャンパス教務課 

  TEL：0798-32-5009  ※受付時間：平日 9：00～17：00 

 大阪大手前キャンパス教務課 

  TEL：06-6941-7063  ※受付時間：平日 9：00～17：00 


